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農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願につい

て 

日進市農用地利用集積計画について 

農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

公共転用届について 

農地を農業用施設に使用する届出書について 

事業計画変更について 
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（１５：５８） 
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本日は１１名の委員と５名の推進委員さんにご出席いただ

きました。定足数に達しておりますので、只今より令和５年

第１２回農業委員会を開催させていただきます。 

推進委員の皆様におかれましては、すべての案件について

質疑などご発言をしていただくことはできますが、議決権は

有しておりませんので採決の際の挙手は求めませんが、今期

からは意見を伺う場面がありますのでご対応よろしくお願い

します。 

それでは、会長より挨拶をいただいた後、議事の取り回し

をお願いいたします。 

（挨拶） 

議案に入る前に本日の議事録署名者は､２番の岩本直美委

員と３番の福岡幹弘委員の両名ですのでお願いいたします。 

本日の会議に傍聴の申し出はございますか。 

本日の会議に傍聴の申し出はございませんでした。 

それでは、議案第１号「農地法第５条第１項の規定による

許可申請について」を議題とします。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

説明に入る前に、各条について説明します。 

農地法第５条では、市街化を抑制すべき区域である「市街

化調整区域」内の農地を住宅や駐車場等農地以外のものに転

用する目的で、所有権等の土地の権利の設定・移転をする場

合には、農業委員会を経由して都道府県知事の許可が必要と

なっています。なお、「市街化区域」内の農地については、県

知事許可ではなく、市町村農業委員会への届出となります。

転用の許可については、「立地基準」と「一般基準」があり、

その両方の基準に合っているかどうかが審査のポイントにな

ります。 

番号２７番の案件について説明します。 

申請地は、岩崎橋から東に約２００ｍに位置する農地で、

登記地目、現況地目は畑で面積は２００㎡です。 

申請者は名古屋市名東区で不動産取引業を営んでおりま

す。当該地の北側隣接宅地において、今年度全５戸の集合住

宅を建築し、各１階部分が車庫となっておりますが、複数の

入居者から車両台数を増やしたい旨や、車庫を倉庫として使

用したい旨の申出があり、当該地を駐車場及び通路として転
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用する申請が出されました。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分については、原則転

用可能である３種農地と判断されますので支障ありません。 

排水については、周囲四方に農地はなく、駐車場のみであ

り汚水・雑排水はなく、雨水については勾配を設け、敷地内

西側に通る雨水側溝にて排水するため、周辺農地に対する影

響もないと思われます。 

一般基準の農地法第５条第２項第３号から６号についての

各要件については、事務局で確認し支障ありません。 

続いて、２８番の案件について説明します。 

申請地は、日進中学校から北東に約１７０メートルの位置

に所在し、登記地目は田、現況地目は雑種地で面積は３９２

㎡です。 

申請者は現在、名古屋市名東区の集合住宅に居住しており

ますが、子供の成長に伴い現在の住居では手狭であるため、

一戸建て住宅の建築を計画しました。 

土地選定について希望する土地が見つからず、父親に相談

したところ、父親が所有している申請地を使用しても良いと

いう承諾を得ることができたため、申請地を使用貸借にて転

用する申請が出されました。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分については、原則転

用可能である３種農地と判断されますので支障ありません。 

排水については、汚水・生活雑排水については浄化槽、た

だし、公共下水道が建築時期に供用開始予定ですので、間に

合えば公共下水道に流入、雨水については南側の道路側溝に

て排水する予定です。また、申請地境界にはブロックを設置

し、隣接地への土砂流出を抑制するなど、周辺農地に対する

影響もないと思われます。 

一般基準の農地法第５条第２項第３号から６号についての

各要件については、事務局で確認し支障ありません。 

議案第１号について、説明が終わりましたが、何かご意見・

ご質問等はございますか。 

２８番について、説明では現況が雑種地となっていたが議

案書は畑になっている。どちらが正しいか。 

現況雑種地が正しいです。 

２７番の地図の一体利用地のところに集合住宅が建築され
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ているということだと思うが、集合住宅を建築する際に今回

の申請地も一緒に申請が出た場合は一般基準に抵触すること

はないか。 

特に問題はないと思われます。 

ご意見・ご質問もないようですので、採決を取りたいと思

います。 

議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて」賛成の方は、挙手をお願いします 

（全員挙手） 

全員賛成ということで、議案第１号については、原案のと

おり可決とします。 

続きまして、議案第２号「生産緑地に係る農業の主たる従

事者についての証明願について」を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

生産緑地地区は、市街化区域内の農地の保全を目的に、都

市計画法で指定された農地です。当該農地で農業に主に従事

するものが死亡もしくは故障等により農業に従事することが

不可能になった場合や生産緑地地区の都市計画の公告日から

３０年が経過した場合には、当該農地の買い取り申出を行う

ことができ、その際に農業委員会が当該生産緑地の主たる従

事者が誰であるかの証明をする必要があります。 

７番の案件について説明します。 

対象地は、あかいけ屋下保育園から東に約２００メートル

の位置に所在する１筆になります。 

この生産緑地は、申請者の母が所有し主たる従事者として

農地利用していた生産緑地ですが、令和５年１月に死亡し、

申請者が相続しました。 

以前は申請者の母が生産緑地の主たる従事者出あったこと

を証明することには問題ないと思われます。 

続いて８番の案件について説明します。 

対象地は上納池スポーツ公園から南に約１５０メートルの

位置に所在する３筆になります。 

 この生産緑地は長久手市にお住まいの６１歳の申請者が所

有し、主たる従事者として農地利用していた生産緑地ですが、

農作業ができない旨の医師の診断が出ています。 

 以前は申請者が生産緑地の主たる従事者であったことを証



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明することには問題ないと思われます。 

 続いて９番の案件について説明します。 

対象地は、上納池スポーツ公園から南に約２６０メートル

の位置に所在する１筆とあかいけ屋下保育園から南東に約３

２０メートルの位置に所在する１筆になります。 

この生産緑地は赤池町西組にお住まいの８３歳の申請者が

所有し、主たる従事者として農地利用していた生産緑地です

が、農作業ができない旨の医師の診断が出ています。 

以前は、申請者が生産緑地の主たる従事者であったことを

証明することには問題ないと思われます。 

続いて、１０番の案件について説明します。 

対象地は上納池スポーツ公園から南に約２９０メートルの

位置に所在する１筆になります。 

この生産緑地は名古屋市名東区にお住まいの８２歳の申請

者が所有し、主たる従事者として農地利用していた生産緑地

ですが、農作業ができない旨の医師の診断が出ています。以

前は申請者が生産緑地の主たる従事者であったことを証明す

ることには問題ないと思われます。 

続いて、１１番の案件について説明します。 

対象地は赤池駅から北に約２１０メートル、赤池駅から北

に２５０メートル、赤池駅から北に２８０メートルの位置に

所在する４筆になります。 

この生産緑地は赤池町村東にお住まいの８３歳の申請者が

所有し、主たる従事者として農地利用していた生産緑地です

が、農作業ができない旨の医師の診断が出ています。 

以前は申請者が生産緑地の主たる従事者であったことを証

明することには問題ないと思われます。 

続いて、１２番の案件について説明します。 

 対象地は、赤池駅から北に約２６０メートル、赤池から北

に約１８０メートル、赤池駅から北に２３０メートルの位置

に所在する３筆、プライムツリー赤池から東に約４５０メー

トルの位置に所在する１筆、プライムツリー赤池から東に約

７００メートルの位置に所在する１筆、赤池小学校から南東

に約４００メートルの位置に所在する２筆の合計１５筆にな

ります。 

 この生産緑地は赤池町村東にお住まいの６５歳の申請者 
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が所有し、主たる従事者として農地利用していた生産緑地で

すが、農作業ができない旨の医師の診断が出ています。 

 以前は申請者が生産緑地の主たる従事者であったことを証

明することには問題ないと思われます。 

議案第２号について、説明が終わりましたが、何かご意見・

ご質問等はございますか。 

８番から１２番まで近接しているところでまとまって解除

をするようだが、この後開発等の計画があるのか。 

詳しい内容はわかりませんが、開発の話があるというのは

聞いています。 

生産緑地が市街化区域内であること、医師の診断が出てい

て、農業ができないという本人からの申出がある以上、農業

委員会としては開発の有無を問わず証明を出すことになりま

す。 

ご意見・ご質問もないようですので、採決を取りたいと思

います。 

議案第２号「生産緑地に係る農業の主たる従事者について

の証明願について」賛成の方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということで、議案第２号については、原案のと

おり可決とします。 

続きまして、議案第３号「日進市農用地利用集積計画につ

いて」を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

農用地利用集積計画とは、農業経営基盤強化促進法に基づ

き、農地の所有者と意欲ある農業者との農地の貸借等を集団

的に行うために、個々の権利移動をまとめた計画になります。

申出があった農地について、市町村が計画を作成し、公告を

することで効果を生じさせることができます。なお、申出は

６月、９月、１２月、３月と年４回受付をしているものです。 

今回は１２件の利用権設定があります。 

初めて農地の権利設定をされる新規就農の案件と新規に利

用権設定をする農地について説明し、その他は人の紹介とし

ます。 

整理番号１番の浅田町にお住まいの８５歳の方ですが、今

回申請地を平成２４年から継続して貸借しており、３年ごと



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の４回目の継続になります。 

整理番号２番の岩崎台にお住まいの５１歳の方で、アグリ

スクール修了生です。令和４年からの１年の利用権設定で３

回目の更新です。 

整理番号３番の藤枝町にお住まいの方で、年齢は７６歳に

なります。 

農地は現在約７,５００㎡耕作しており、耕運機等の農機具

も所有しております。場所は藤枝公民館から西へ約２００メ

ートルの県道名古屋豊田線北側の田で、面積は３筆合計で２,

６７２㎡です。所有者が高齢となり、耕作困難なことから借

り受けることになり、水稲を行う予定です。貸借期間は３年

間で、賃料は３筆で１５,０００円を設定します。耕作者は７

０歳を超えていますが、聞き取りした結果健康状態は良好で

あり、問題ありません。 

整理番号４番の借受人は、名古屋市名東区に所在する社会

福祉法人で、平成１６年に法人設立しています。 

借受人は、社会福祉事業を行っており、入所者の活動の一

環として農作業を行っています。以前申請地を借りていた

NPO 法人の手伝いをしていましたが、NPO 法人の代表が高

齢で農作業ができなくなり、申請地を引き継ぐ形で引き続き

耕作を行うものです。 

法人が農地を借りて農業参入する場合、 

１貸借契約に解除条件が付されていること 

２地域における適切な役割分担の下に農業を行うこと 

３業務執行役員又は重要な使用人が１人以上農業に従事す

ること。 

以上３点が要件となっています。 

業務執行役員又は重要な使用人が１人以上農作業に従事す 

ることについては、社会福祉法人の理事が日進アグリスクー

ル家庭菜園コースを修了しています。 

従事日数は２００日を予定しています。農業従事者の状況は

本人と他２名、補助者の２名で、申請地では野菜の栽培を予

定しています。農業用機械の所有状況について耕運機１台、

草刈機２台を所有しています。 

賃借権で３筆１０,０００円で、貸借期間は１年の設定です。 

愛知ヤクルト工場の西に位置する農地で現況は畑、面積３筆
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合計で１,１４４㎡で野菜を栽培する計画です。 

整理番号５番の名東区にお住まいの６２歳の方ですが、有 

機農業に取り組む農業者で、３年毎の利用権設定で２回目の

更新になります。 

整理番号６番の藤枝町にお住まいの３６歳の方ですが、ト

マト栽培を行う日進市の認定農業者になります。平成２５年

から申請地でハウス栽培を行っており、３回目の更新となり

ます。 

整理番号７番の名古屋市昭和区を本社とする法人ですが、

令和３年から野菜の栽培をしており、２回目の更新となりま

す。 

整理番号８番の岩崎町にお住まいの７９歳の方ですが、令

和５年からの１年の利用権設定を更新するものです。 

整理番号９番の北新町にお住まいの４５歳の方ですが、令

和元年からの利用権設定の更新となります。 

整理番号１０番の北新町にお住まいの５０歳の方ですが、

平成１８年から継続して借地しており、７回目の更新となり

ます。 

整理番号１１番の米野木町にお住まいの５１歳の方です

が、令和４年からの利用権設定を更新するものです。 

１２番の米野木町にお住まいの７１歳の方ですが、約１． 

７ヘクタール耕作しており、出荷もされている方です。 

令和３年からの利用権設定を更新するものです。 

 いずれの方も耕作実績は良好であると思われますので、利

用権設定に支障はないものと思われます。 

議案第３号について、説明が終わりましたが、何かご意見・

ご質問等はございますか。 

９番について、草刈機５台とあるが、個人の所有にしては 

多くないか。 

申請者からの申告になるため、具体的に聞き取りまではし 

ていません。ただ、草刈機にも様々な種類がありますのでこ

ちらとしては提出されたものを記載しています。 

ご意見・ご質問もないようですので、採決を取りたいと思

います。 

議案第３号「日進市農用地利用集積計画について」賛成の

方は、挙手をお願いします。 
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（全員挙手） 

全員賛成ということで、議案第２号については、原案のと

おり可決とします。 

続きまして、専決について、事務局より報告を願います。 

 まず、専決についてですが、農業委員会における専決とは、

あらかじめ認められた範囲の事項につき、農業委員会の権限

を事務局が責任を持って事前承認することを言います。 

「日進市農業委員会事務局規程」においては、「届出の受理」

や「諸証明の発行に関すること」、「定例又は軽易な事項の処

理に関すること」等が定められています。 

（事務局より専決について一括で報告） 

専決１号 ３条届出  ２件 

 専決第１号「農地法第３条の３第１項の規定による届出」

については、平成２１年の農地法改正から、農地を相続等に

より権利を取得した場合に、権利を取得したことを知った日

から概ね１０か月以内に農業委員会に届出をする必要がある

ものです。届出をしなかった場合、もしくは虚偽の届出を行

った場合は、１０万円以下の過料に処せられることがありま

す。 

専決２号 ５条届出  １５件 

 専決第２号「農地法第５条第１項第６号の規定による届出」

については、「市街化区域」にある農地を転用する目的で、所

有権等の土地の権利を設定・移転するものについて届出をす

るものです。 

 専決について、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 専決第１号５９番の件について、１筆を３人で相続してい

るが、いずれも市外である。今後誰が管理していくのか。 

 現在は、誰が管理していくかは未定という報告がある。 

 今後誰が管理していくかは確認しておいた方が良いと思

う。 

 確認します。 

他にご意見・ご質問等がないようですので、専決について

は、終わります。 

続きまして、その他について事務局より報告お願いします。 

（事務局よりその他について一括で報告） 

・公共転用届について １件 
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本来、調整区域での転用には愛知県の許可が必要ですが、

市や県が農地を農地以外として利用する際には許可不要に該

当するため、許可申請の代わりに出す届出になります。 

・農地を農業用施設に使用する届出書について １件 

 本来農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法第

４条又は第５条に基づく許可もしくは届出が必要となります

が、耕作の事業を行うものがその事業のため、農機具置場や

倉庫等の農業用施設を設置するにあたり、施設に必要な敷地

面積が２００㎡未満の場合は農地転用の許可は不要とされて

います。 

・事業計画変更について １件 

事業計画変更とは、農地転用の許可を受けたが、その事業

内容に変更があった場合や、転用事業者に代わって転用を希

望する者（承継者）があるときに農業委員会経由で愛知県知

事に提出します。こちらは令和４年３月の総会承認後、５月

に県から許可が出ている駐車場への転用案件ですが、申請地

への進入路となる交差点部分の改良工事に時間を要したこと

により、当該地の転用に係る工事が当初の許可の期間から遅

れることとなったため、工事期間を変更することへの変更承

認願いです。 

・地域計画策定に係る座談会について 

（事務局より説明） 

その他について、何かご意見・ご質問等はございますか。 

農業用施設の設置届で１９８㎡とあるが、許可不要であれ

ば議案書に記載しなくても良いのではないか。 

許可不要ですが、届出は必要です。 

農業用施設について、どういったものを置くのか。 

水稲や果樹を行う方のため、出荷及び選別に係る置き場所、

計量や梱包、乾燥させるための置き場所を作るために設置す

る計画となっています。 

ご意見・ご質問等がないようですので、その他については

終わります。 

事務局よりその他事務連絡などがありましたら、お願いし

ます。 

・来月の農業委員会 

１月２９日（月） 午後３時 本庁舎４階第３会議室 



議長 

 

（１７：０７） 

それでは、これをもちまして、令和５年第１２回農業委員

会を終了させていただきます。 

長時間、ご審議いただきまして誠にありがとうございまし

た。 

 

 

 


